
今年度も保全実態調査への御協力ありがとうございます。多くの皆様には保全業務支援システム（以下、

BIMMS-N）を介して調査への御協力をいただいているところですが、BIMMS-Nには、保全実態調査の機能

以外にも、施設の管理・保全に役立つ様々な機能があります。

　今回は、その中の「保全技術情報等提供」機能についてご紹介します。

保全業務支援システム（BIMMS-N）を活用しましょう

◆◆「保全技術情報等提供」機能のご紹介◆◆

①BIMMS-Nを立ち上げたら、
「保全技術情報等提供」をクリッ
ク。この画面が出てきます。
（アクセス完了）

②この分類タブをクリックする
と様々な文書・資料・様式等
を閲覧・ダウンロードする事
が出来ます。

●どんな機能なの？

施設を管理・保全する

にあたって、適切な資料

が無く、お困りの方も多

いかと思います。

この「保全技術情報等

提供」機能には、施設の

管理 ・保全に役立つ

様々な資料が登録され

ていて、必要に応じて閲

覧・ダウンロードする事が

出来ます。

●アクセス方法

BIMMS-Nを立ち上げた

ら、左のメニューの「保全

技術情報等提供」をクリッ

クすると、右の画面が出て

きます。

これが、「保全技術情報

等提供」機能のトップで

す。

●主な登録文書（資料・様式）

「保全技術情報等提供」機能に

は、右の表にある文書・資料・様式

等が登録されています（一部抜

粋）。

今回はその中から「点検マニュア

ルチェックシート」「法定点検整理

表（検索機能付き）」「建築物点検

業務委託仕様書（案）」の３つにつ

いて次ページで紹介します。

※１

※１
「保全実態調査」は国家機関の
建築物等を対象に行っています。
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①点検マニュアルチェック

シート

「建築物点検マニュアル」

によって点検を行う際に、点

検結果を記録するための

シートです。

これを使って点検すれば、

法定点検・保全基準による

点検をほぼ網羅することが

出来ますが、昨年度法改正

になった部分（外壁の点検

など）については、入ってい

ませんので注意して下さい。

（現在改定作業中です）

②法定点検整理表

（検索機能付き）

建物面積や設備概要を入

力するだけで必要と思われる

法定点検項目がリストアップ

される便利な機能です。

「点検マニュアルチェック

シート」を使う前にこの表を使

うと点検項目を整理すること

が出来ます。（一般的な庁舎

と対象としていますので、宿

舎などの場合は正しく表示さ

れない場合があります）

なお、地方自治体の方は「保全情報システム（BIMMS)」からアクセス出来ます。システムの概要や利用
申し込み等については、(財)建築保全センターのホームページ（http://www.bmmc.or.jp/ ）に掲載されて
おりますので、参考にして下さい。（提供している情報はBIMMS-Nとは若干異なります。）
　
　以上が「保全技術情報等提供」機能の概要です。
今回紹介した資料以外にも、役立つ資料が登録されていますので、この「保全技術情報等提供」機能を

ご活用下さい。

③建築物点検業務委託仕様書（案）
建築物点検の業務委託を発注する場合には、当

然「仕様書」が必要ですが、何のヒントもない状態か
らの作成は困難だと思います。
点検委託業務の仕様書の作成例として、この「建

築物点検業務委託仕様書（案）」を参考にしてみて
下さい。

便利な機能ね！
私も使ってみよう！

①面積や設備の
有無を入力。

②検索開始ボタ
ンをクリックすると
下の表に法定点
検項目がリスト
アップされます。

点検不要な項目につ
いては「該当なし」と
表示されます。
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